
 

○大府市英語検定及び数学検定成績優秀者表彰実施要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定（以下

「英語検定」という。）及び公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定

（以下「数学検定」という。）において、優秀な成績を収めた小学生および中学生に対し

て行う英語検定及び数学検定成績優秀者表彰（以下「表彰」という。）の実施に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（表彰対象者） 

第２条 表彰の対象となる者は、市内に在住する小学生または中学生のうち、次条に定め

る表彰の選考基準に該当するものとする。 

（表彰の名称等） 

第３条 表彰の名称及び選考基準は、次表のとおりとする。  

名称 選考基準 

ミモザ賞 英語検定を受検し、受検時に次の基準に該当するもの 

１ 小学校１年生から３年生までで３級以上に合格したもの 

２ 小学校４年生から６年生までで準２級以上に合格したもの 

３ 中学生で準１級以上に合格したもの 

永田雅宜賞 数学検定を受検し、受検時に次の基準に該当するもの 

１ 小学生で３級以上に合格したもの 

２ 中学生で準２級以上に合格したもの 

（表彰の実施） 

第４条 表彰は、毎年１回定期に行う。ただし、特別の事情があると認めるときは、その

都度これを行うことができる。  

（被表彰者の決定） 

第５条 被表彰者の決定は、第３条に規定する選考基準に基づき、大府市教育委員会（以

下「委員会」という。）が決定する。 

（表彰の方法） 

第６条 委員会は、前条の規定により決定された被表彰者に対し、表彰状を授与するとと

もに記念品を贈呈する。  

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。  

附 則 

この要綱は、令和４年１２月１日から施行する。 

 

 


